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文書非開示処分取消請求事件の判決に係る対応方針について

文書非開示処分取消請求事件の判決に係る対応方針について、平成２１年１０月５日に

教育長の臨時代理により別紙のとおり決定しましたので、教育長に対する事務の委任等に

関する規則第３条第２項の規定により報告します。

平成２１年１０月１５日

鳥取県教育委員会教育長 中 永 廣 樹



文書非開示処分取消請求事件の判決に係る対応方針について

小 中 学 校 課

１ 判決の主文

（１）鳥取県教育委員会が、原告に対し、平成２０年９月２日付けでなした文部科学省実

施の平成１９年度全国学力・学習状況調査結果のうち市町村別・学校別のデータを開

示しないとの処分を取り消す。

（２）訴訟費用は被告の負担とする。

２ 判決の要旨（別紙のとおり）

３ 対応方針

① 控訴しない

② 市町村別・学校別調査結果を開示する（１０人以下の学校を除く）

【理由】

○司法の判断であり、重く受けとめなければならない。

○県議会が、昨年の９月議会で原則開示すべきとの決議を行っている。

○対象となる平成１９年度調査を受けた児童生徒は既に卒業しており、児童生徒や

市町村・学校などに問題が生じる可能性は極めて低い。

○非開示処分をした当時（平成２０年８～９月）とは状況が大きく変わり、非開示

としていた理由は概ねなくなった。

・平成２１年度実施分から開示できるよう、昨年の１１月議会で、成長段階に

ある子どもたちの心情に配慮し、序列化や過度な競争を防ぐための手だてを

講じた条例改正が行われ、本年９月に開示している。

・平成２１年度調査は、条例改正により開示が前提であったが、県内の全ての

市町村が参加している。

○県教育委員会としては、情報を共有して、全ての子どもが主体的に学習に取り組

む雰囲気づくりを県民全体で進めるという次のステージを目指して取組を推進し

ている。

４ 市町村教育委員会・学校への説明について

上記の理由を説明し、今後の全国学力・学習状況調査への参加や調査結果を活用した

取組への一層の理解を求める。




